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○
経
済
産
業
省

国
土
交
通
省
告
示
第 

 
 

号 

容
器
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
鉄
道
車
両
に
固
定
す
る
容
器
等
の
検
査

及
び
再
検
査
に
お
け
る
規
格
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和 

 

年 
 

月 
 

 

日 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

経
済
産
業
大
臣 

名 
 

国
土
交
通
大
臣 

名 
 

 

鉄
道
車
両
に
固
定
す
る
容
器
等
の
検
査
及
び
再
検
査
に
お
け
る
規
格
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

鉄
道
車
両
に
固
定
す
る
容
器
等
の
検
査
及
び
再
検
査
に
お
け
る
規
格
を
定
め
る
件
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
・
運
輸
省

告
示
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
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一 

鉄
道
車
両
に
固
定
す
る
容
器
（
超
低
温
容
器
及

び
圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器
を
除
く

。
）
の
容
器
検
査
に
お
け
る
規
格
は
、
容
器
保
安

規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一

項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。 

１
～
６ 

（
略
） 

７ 

胴
又
は
鏡
板
に
穴
を
設
け
る
と
き
は
、
日
本

産
業
規
格
Ｂ
８
２
６
５
（
２
０
１
７
）
圧
力
容

器
の
構
造―

一
般
事
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
補
強
す
る
こ
と
。 

一 

鉄
道
車
両
に
固
定
す
る
容
器
（
超
低
温
容
器
及

び
圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器
を
除
く

。
）
の
容
器
検
査
に
お
け
る
規
格
は
、
容
器
保
安

規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一

項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。 

１
～
６ 

（
略
） 

７ 

胴
又
は
鏡
板
に
穴
を
設
け
る
と
き
は
、
日
本

工
業
規
格
Ｂ
８
２
７
２
（
１
９
９
３
）
圧
力
容

器
の
穴
補
強
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
強
す

る
こ
と
。 
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８ 

（
略
） 

９ 
マ
ン
ホ
ー
ル
の
平
形
ふ
た
板
の
肉
厚
は
、
日

本
産
業
規
格
Ｂ
８
２
６
５
（
２
０
１
７
）
圧
力

容
器
の
構
造―
一
般
事
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
設
計
圧
力
は
、
規
則
第

二
条
第
二
十
五
号
の
最
高
充
塡
圧
力
と
す
る
。 

10
・

11 

（
略
） 

８ 

（
略
） 

９ 

マ
ン
ホ
ー
ル
の
平
形
ふ
た
板
の
肉
厚
は
、
日

本
工
業
規
格
Ｂ
８
２
７
５
（
１
９
９
３
）
圧
力

容
器
の
ふ
た
板
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と

。
た
だ
し
、
設
計
圧
力
は
、
規
則
第
二
条
第
二

十
五
号
の
最
高
充
て
ん
圧
力
と
す
る
。 

10
・

11 

（
略
） 

二 

鉄
道
車
両
に
固
定
す
る
超
低
温
容
器
の
容
器
検

査
に
お
け
る
規
格
は
、
規
則
第
七
条
第
一
項
並
び

に
前
項
第
一
号
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び

二 

鉄
道
車
両
に
固
定
す
る
超
低
温
容
器
の
容
器
検

査
に
お
け
る
規
格
は
、
規
則
第
七
条
第
一
項
並
び

に
前
項
第
一
号
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び



 

4 

第
七
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

１ 

（
略
） 

２ 

胴
板
及
び
鏡
板
の
肉
厚
は
、
内
槽
に
あ
つ
て

は
規
則
第
三
条
第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
こ
と
。
外
槽
に
あ
つ
て
は
日
本
産
業
規
格
Ｂ

８
２
６
５
（
２
０
１
７
）
圧
力
容
器
の
構
造―

一
般
事
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た

数
値
（
そ
の
数
値
が
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の

と
き
は
、
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
で
あ
る
こ

と
。 

第
七
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

１ 

（
略
） 

２ 

胴
板
及
び
鏡
板
の
肉
厚
は
、
内
槽
に
あ
つ
て

は
規
則
第
三
条
第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
こ
と
。
外
槽
に
あ
つ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｂ

８
２
７
１
（
１
９
９
３
）
圧
力
容
器
の
胴
及
び

鏡
板
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
数
値

（
そ
の
数
値
が
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
と
き

は
、
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。 
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３
～
６ 

（
略
） 

３
～
６ 

（
略
） 

三 
（
略
） 

三 

（
略
） 

四 

鉄
道
車
両
に
固
定
す
る
容
器
（
圧
縮
水
素
鉄
道

車
両
燃
料
装
置
用
容
器
を
除
く
。
）
に
装
置
さ
れ

る
附
属
品
の
附
属
品
検
査
に
お
け
る
規
格
は
、
規

則
第
十
七
条
第
一
項
（
第
七
号
を
除
く
。
）
に
規

定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
安
全
弁
に
つ
い
て
は
、
第

一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
外
観
検

査
、
耐
圧
試
験
、
気
密
試
験
及
び
性
能
試
験
は
、

全
数
の
附
属
品
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

四 

鉄
道
車
両
に
固
定
す
る
容
器
（
圧
縮
水
素
鉄
道

車
両
燃
料
装
置
用
容
器
を
除
く
。
）
に
装
置
さ
れ

る
附
属
品
の
附
属
品
検
査
に
お
け
る
規
格
は
、
規

則
第
十
七
条
第
一
項
（
第
七
号
を
除
く
。
）
に
規

定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
安
全
弁
に
つ
い
て
は
、
第

一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
外
観
検

査
、
耐
圧
試
験
、
気
密
試
験
及
び
性
能
試
験
は
、

全
数
の
附
属
品
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 
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１ 

日
本
産
業
規
格
Ｂ
８
２
６
６
（
２
０
０
６
）

圧
力
容
器
の
構
造―

特
定
規
格
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
計
算
し
た
数
値
以
上
の
吹
き
出
し
容

量
を
有
す
る
バ
ネ
式
の
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該

安
全
弁
が
装
置
さ
れ
る
容
器
に
充
塡
さ
れ
る
高

圧
ガ
ス
の
種
類
に
応
じ
た
耐
圧
試
験
圧
力
の
七

十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の

圧
力
で
吹
き
出
し
、
か
つ
、
停
止
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。 

２ 

バ
ネ
式
の
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
安
全
弁
が

装
置
さ
れ
る
容
器
に
充
塡
さ
れ
る
液
化
ガ
ス
の

１ 

日
本
工
業
規
格
Ｂ
８
２
７
０
（
１
９
９
３
）

圧
力
容
器
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た

数
値
以
上
の
吹
き
出
し
容
量
を
有
す
る
バ
ネ
式

の
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
安
全
弁
が
装
置
さ
れ

る
容
器
に
充
て
ん
さ
れ
る
高
圧
ガ
ス
の
種
類
に

応
じ
た
耐
圧
試
験
圧
力
の
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
圧
力
で
吹
き
出
し

、
か
つ
、
停
止
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

２ 

バ
ネ
式
の
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
安
全
弁
が

装
置
さ
れ
る
容
器
に
充
て
ん
さ
れ
る
液
化
ガ
ス
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体
積
が
容
器
の
内
槽
の
容
積
の
九
十
八
パ
ー
セ

ン
ト
以
上
に
膨
張
し
た
と
き
に
吹
き
出
す
も
の

で
あ
る
こ
と
。 

の
体
積
が
容
器
の
内
槽
の
容
積
の
九
十
八
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
に
膨
張
し
た
と
き
に
吹
き
出
す
も

の
で
あ
る
こ
と
。 

五
～
八 

（
略
） 

五
～
八 

（
略
） 

 
 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
●
月
●
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  


